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要約 

EU は商業段階の水素サプライチェーンプロジェクトを支援するため欧州水素銀行を創設した。2023 年に第１回のオー

クションが開催され、2024 年 4 月に７案件、総額７億 2000 万ユーロのプロジェクトが採択された。その後内６案件が

契約締結に至っている。現在第２回のオークションが行われており、今後の帰趨が注目される。 

1. 水素プロジェクトへの資金支援 

燃焼に際して二酸化炭素を排出しない水素はクリーンな燃料であり、2050 年カーボンニュートラルを実現する上で欠か

せないエネルギーである。しかし、既存のエネルギーと比べてコストが割高であり利用が進まないという課題を抱えている。こ

の悪循環を断ち切る手段として、商業ベースで水素の製造や供給を行うプロジェクトに対して、補助金を交付して支援す

る制度が始まっている。 

 

英国では、HPBM (Hydrogen Production Business Model)制度 が創設され、低炭素水素の製造プロジェクトに

補助金を出している。米国では IRA(Inflation Reduction Act)法 に基づき、米国内での水素製造に対して最大で３ド

ル/kg の税額控除を行う制度が創設されている。日本でも 2024 年 10 月に施行された水素社会推進法（略称） に

おいて、低炭素水素の供給を行う事業に対して水素の価格と既存燃料の価格の差額を支援する制度を創設することが

決められている。 

 

EU では欧州委員会が中心となって欧州水素銀行という支援制度を創設し、水素の製造・供給プロジェクトに対して

支援を開始している。本レポートにおいては、この欧州水素銀行について 2024 年 4 月に発表された第１回オークションの

結果や 2024 年 12 月に始まった第２回オークションにも触れながら、欧州における水素プロジェクトへの資金支援の現状

を紹介する。 
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